
窓
口
で
の
負
担
は
変
わ
り
ま
せ
ん

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
自
己

負
担
分
は
、
現
行
の
老
人
保
健
制
度

と
変
わ
ら
ず
、
医
療
費
の
1
割
も
し

く
は
3
割
負
担（
現
役
な
み
所
得
の
あ

る
方
）で
す
。

地
区
説
明
会
を
開
催
し
て
い
ま
す

現
在
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

説
明
会
を
各
公
民
館
で
行
っ
て
い
ま

す
が
、
11
月
初
旬
以
前
に
説
明
会
を

行
っ
た
地
区
で
は
、
具
体
的
な
保
険

料
の
額
に
つ
い
て
の
説
明
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
の
で
、
次
の
日
程
で
再

度
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

75
歳
以
上
の
方
は
す
べ
て
対
象
で
す

75
歳（
一
定
の
障
害
が
あ
る
方
は
65

歳
）以
上
の
方
は
、
国
民
健
康
保
険
や

会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
医
療
保
険

に
加
入
し
な
が
ら「
老
人
保
健
制
度
」

で
医
療
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
平
成

20
年
4
月
か
ら
、
こ
の
老
人
保
健
制

度
の
対
象
者
は
す
べ
て「
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
」で
医
療
を
受
け
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

何
が
変
わ
る
の
？

新
た
な
保
険
料
が
必
要
と
な
り
ま
す

こ
れ
ま
で
の
老
人
保
健
制
度
で
は
、

高
齢
者
の
医
療
に
か
か
る
費
用
の
5
割

を
公
費（
税
金
）、
残
り
の
5
割
を
各
保

険
者
の
拠
出
金
で
賄
っ
て
い
ま
し
た

が
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
費

用
の
5
割
を
公
費
、
そ
し
て
各
保
険
者

か
ら
の
支
援
金（
0
歳
か
ら
74
歳
ま
で

の
保
険
料
）を
4
割
と
し
、
残
り
の
1

割
を
後
期
高
齢
者
の
保
険
料（
左
表
参

照
）で
賄
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

▽
保
険
料
の
減
額
措
置

所
得
の
少
な
い
被
保
険
者
は
、
被

保
険
者
お
よ
び
世
帯
主
の
所
得
の
額

に
応
じ
て
、
均
等
割
額
の
7
割
・
5

割
・
2
割
の
段
か
い
別
に
減
額
さ
れ

ま
す
。

保
険
料
の
納
付
は
一
人
ひ
と
り
で
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

は
、一
人
ひ
と
り
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。
こ
の
た
め
、こ
れ
ま
で
被
扶
養
者

だ
っ
た
方
も
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ

く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
保
険
料
は
、原

則
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

▽
保
険
料
の
特
例
措
置

会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養

者
と
し
て
現
在
保
険
料
を
負
担
し
て

い
な
い
方
は
、
特
例
の
措
置
で
、
2

年
間
保
険
料
が
減
額
さ
れ
ま
す
。（
詳

し
く
は
、
保
険
年
金
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。）

新
た
な
保
険
証
が
交
付
さ
れ
ま
す

現
在
使
用
中
の
保
険
証
と
医
療
受

給
者
証
は
使
え
な
く
な
り
、
新
た
に

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証（
カ
ー

ド
）が
、
1
人
に
1
枚
交
付
さ
れ
ま
す
。
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保険料（年額）
保険料は、均等割額（40,175円）と所
得割額（率：7.43％）の合計額です。

保険料＝ 均等割額40,175円 ＋ 所
得割額｛（総所得金額な
ど － 33万円）×7.43％｝

※限度額は50万円
※ 均等割額と所得割率は、平成21
年度までの数字。

地区説明会日程表
と　　き ところ

1月21日（月）13：30～14：30 北部公民館
1月22日（火）10：30～11：30 塩津公民館
1月23日（水）13：30～14：30 三谷公民館
1月24日（木）13：30～14：30 大塚公民館
1月25日（金）13：30～14：30 府相公民館
1月29日（火）11：30～12：30 西部公民館
※ 特に地区の指定はありませんので、ご都合のよい会場に
お越しください。

平
成
20
年
4
月
1
日
か
ら
、高
齢
者
だ
け
の
新
し
い
医
療
制
度「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」が
始
ま
り
ま
す
。

概
要
に
つ
い
て
は
、
以
前
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
全
世
帯
に
配
布
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
今
号

で
は
、
現
在
の
老
人
保
健
制
度
と
の
違
い
を
中
心
に
、
新
し
い
医
療
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す

保険年金課 ☎66◆1102


